
東京都板橋区特定教育・保育施設等に係る指導及び監査実施要綱 

（令和４年３月 22日区長決定） 

（令和７年４月 30日一部改正） 

（令和８年４月１日一部改正） 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号。以下「法」という。) 

第 27 条第 1 項に規定する特定教育・保育施設、法第 29 条第 1 項に規定する特定地域型

保育事業者及び法第 54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保

育施設等」という。)に対して実施する法第 14条、第 38条及び第 50条の規定に基づく指

導及び監査について、基本的事項を定める。 

 

(指導及び監査の目的) 

第２条 指導は、特定教育・保育施設等に対し、法第 33条及び第 45条に定める特定教育・

保育施設等の設置者・事業者(以下「設置者等」という。)の責務、「東京都板橋区特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」(平成 26年板橋

区条例第 27 号)、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」（令和７年内閣府令第

95号）、「特定教育・保育、特別利用者保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地

域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」

(平成 27 年内閣府告示第 49 号)及び「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関す

る基準等の実施上の留意事項について」(こ成保 38、5文科初第 483号令和 5年 5月 19日

付けこども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長連名通知)・文部科学省初等中

等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)等(以下「確認基準等」という。)

に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域

型保育、特定利用地域型保育、特定乳児等通園支援及び特例保育 (以下「特定教育・保育

等」という。)の提供及び施設・事業所の運営に関する基準並びに施設型給付費、特例施

設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費、乳児等支援給付費及び特例乳児

等支援給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求等に関する事項について周知徹

底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。 

２ 監査は、特定教育・保育施設等について、法第 39条、第 40条、第 51条及び第 52条に

定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等

の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合並

びに第８条に基づき、監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ

適切な措置を採ることを目的として実施する。 

 

(指導及び監査の対象) 

第３条 この要綱に基づく指導及び監査の対象は次に掲げる民間の特定教育・保育施設等

とする。 



⑴ 特定教育・保育施設 

 ア 保育所 

イ 地方裁量型認定こども園 

ウ 幼保連携型認定こども園 

 

⑵ 特定地域型保育事業者 

ア 小規模保育事業 

イ 事業所内保育事業 

ウ 居宅訪問型保育事業 

 

⑶ 特定乳児等通園支援事業者 

 

２ 特定教育・保育施設等のうち、法第７条第４項に規定する幼稚園及び東京都板橋区幼保

連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（令和４年板橋区条

例第 17号）第３条第１号に定める幼稚園型認定こども園に対する検査は、東京都板橋区

特定教育・保育施設指導監査実施要綱（平成 31年３月１日区長決定）により実施する 。 

 

(指導基準) 

第４条 区長は、別表に定める評価区分に従って、確認基準等を集約した基準を別に定める。 

 

(指導の形態等) 

第５条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 集団指導 

特定教育・保育施設等に対して、確認基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要が 

あると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所

に集めて講習等の方法により行う。 

⑵ 実地指導 

特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合、確認基 

準等の遵守に関して、各種指導等を行う。 

 

（指導対象の選定） 

第６条 指導は第 3条に定める全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的

に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行うものとす

る。 

⑴ 集団指導の選定基準  

 区は、制度改正、過去の指導事例等に基づき指導が必要と認められる場合には、当該 

指導の内容に応じて、当該指導の対象となる特定教育・保育施設等を選定して、集団指 



導を実施するものとする。 

⑵ 実地指導の選定基準 

ア 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施するものとし、実施

頻度については、特定教育・保育施設等の確認基準等の遵守状況、集団指導の状況、

区が行う認可等に関する事務の状況等を勘案して決定する。 

イ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に基づく一般指導検査と同時に実地指導を

行う場合は、原則として同検査の実施に合わせるものとする。 

 

（指導の方法等） 

第７条 指導の実施方法等は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 集団指導 

ア 実施通知 

区は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導

の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者

等に通知する。 

イ 実施方法 

集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等

の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。 

なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日

使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改め

て集団指導の対象に選定する。 

⑵ 実地指導 

ア 実施通知 

区は、指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導

の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該特定教

育・保育施設等に通知する。ただし、必要と認める場合には、検査の開始時に文書を交

付することによって行うことができる。 

イ 実施方法 

実地指導は、確認基準等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関

係者との面談等により行う。 

ウ 指導結果の通知等 

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、

後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。 

エ 改善報告書の提出 

区は、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として、文書で指摘した事項に係る改

善報告書の提出を求めるものとする。 

 



（監査への変更） 

第８条 区長は、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、直ちに監査を行うこ

ととする。 

⑴ 確認基準等の著しい違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就

学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合 

⑵ 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合 

 

 (監査対象の選定) 

第９条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると

認める場合に行う。 

⑴ 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑わ

れる蓋然性がある場合に限る。)及び施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾

向を示す事業者に係る情報 

⑵ 法第 14条第 1項の規定に基づき実地指導を行った特定教育・保育施設等について確

認した違反疑義等に関する情報 

⑶ 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるお

それに関する情報 

⑷ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報 

 

（監査の方法等） 

第 10条 監査の実施方法等は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 実施方法 

区長は、違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第 38条及び第 50

条の規定により、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の

提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは特定教育・

保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備

若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。 

⑵ 監査の結果の通知等 

監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた   

事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、後日、文書によって指導内容の

通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求め

るものとする。 

 

（行政上の措置等） 

第 11条 区長は、監査において違反疑義等が認められた場合には、次のとおり、法第 39条、

第 40 条、第 51 条及び第 52 条の規定により、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 

⑴ 勧告 



ア 特定教育・保育施設等の設置者等に法第 39条第 1項各号及び第 51条第 1項各号 

に定める確認基準等の違反等が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者

等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することが

できる。 

イ 勧告を受けた特定・保育施設等の設置者等は、当該勧告の期限内に、文書により改

善報告書を提出するものとする。 

ウ 勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等が、期限内にこれに従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

⑵ 命令 

ア 勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等が、正当な理由がなくその勧告に係

る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を

定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。 

イ 命令を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は、当該命令の期限内に、文書によ

り改善報告書を提出するものとする。 

ウ アの規定により命令をしたときは、その旨を公示するものとする。 

⑶ 確認の取消し等 

ア 確認基準等の違反等の内容が、第 40 条第 1 項各号及び第 52 条第 1 項各号のいず

れかに該当する場合においては、監査所管部署からの通知に基づき、確認所管部署は、

当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部

若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。 

イ 確認の取消し等をしたときは、これを公示しなければならない。 

 

（聴聞・弁明の機会の付与） 

第 12条 区長は、監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確

認の取消し等の処分(以下「命令等」という。)を行おうとする場合は、監査後、命令等の

予定者に対して、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 13 条第 1 項各号の規定に基づき

聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第 2項各号のいずれか

に該当する場合は、この限りではない。 

 

（不正利得の徴収） 

第 13条 区長は、第 11条の規定により勧告、命令又は確認の取消し等（以下「勧告等」と

いう。）を行った場合において、当該勧告等の基礎となった事実が法第 12 条第 1 項に規

定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めると

きは、同項の規定による施設型給付費等の全部又は一部の徴収を行うことができる。 

２ 区長は、第 11条の規定により命令等を行った場合において、当該命令等の基礎となっ

た事実が法第 12条第 2項に規定する偽りその他不正の行為により施設型給付費等の支払

いを受けた場合に該当すると認めるときは、同項の規定による返還させるべき額及び当



該額に 100分の 40を乗じて得た額の徴収を行うことができる。 

 

（関係機関への情報提供） 

第 14条 区は、監査の結果、事案の性質に応じ、同一法人が有する特定教育・保育施設等

が所在する市区町村及び法人本部が所在する都道府県に適切に情報提供を行うものとす

る。 

２ 国及び東京都が所轄庁である社会福祉法人が運営する特定教育・保育施設等に対する

監査の実施に当たっては、国及び東京都と必要な連携及び情報提供を行うものとする。 

 

（死亡事故等の重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点） 

第 15条 区は、死亡事故等の重大事故が発生し、重大事故に係る検証が実施された場合に

は、検証結果を踏まえた再発防止策についての対応状況等を確認するとともに、検証結果

をその後の指導監査に反映するものとする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年 7月 1日から施行する。 

（板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る指導検査実施要綱の廃止） 

２ 板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る指導検査実施要綱（平成 27

年３月 31日区長決定）は、令和４年６月 30日限り廃止する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月 30日から施行する。  

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表（第４条関係）  評価区分 

評価区分 指  導  形  態 

Ｃ 文書指摘 福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違

反の場合は除く。）は、原則として「文書指摘」とする。 

ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延してい

る場合等は、「口頭指導」とすることができる。 

Ｂ 口頭指導  福祉関係法令及び福祉関係通達等以外の関係法令又はその

他の通達等に違反する場合は、原則として「口頭指導」とする。 

 ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当

な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。 

 なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であ

っても、軽微な違反に限り、「口頭指導」とすることができる。 

Ａ 助言指導  関係法令及び関係通達等のいずれにも適合する場合は、水準

向上のための「助言指導」を行う。 

 


